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お
知
ら
せ

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ

る
と
、
年
金
受
給
額
が
減
額
さ
れ
た
り
、

受
給
で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
人

は
？

　
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
２
年
度
の
受
付
は
、
７
月
１
日

か
ら
開
始
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い

人
は
？

　
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
保
険
料
免
除

制
度
の
申
請
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
（
令
和
２
年
２

　
現
在
の
国
民
健
康
保
険
証
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
証
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日
金
で
す
。

○
８
月
１
日
土
か
ら
使
用
で
き
る
保
険

証
は
、
７
月
下
旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送

し
ま
す
。

○
保
険
税
・
保
険
料
の
未
納
が
あ
る
人

は
、
納
付
相
談
が
必
要
で
す
。
保
険
健

康
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
人
は
、

保
険
健
康
課
で
、
国
民
健
康
保
険
の
喪

失
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
健
康
課
保
険
年
金
係
☎（
９
６
２
）７
０
５
７

８
月
か
ら
の
保
険
証
送
付

　
「
金
婚
式
」
を
迎
え
ら
れ
る
ご
夫
婦

は
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

対
象
者　
次
の
①
②
ど
ち
ら
か
に
該
当

す
る
人

①
昭
和
45
年
に
結
婚
さ
れ
た
夫
婦

②
何
ら
か
の
事
情
で
、
昨
年
ま
で
に
町
の

金
婚
式
表
彰
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
夫
婦

申
込
方
法　
地
元
の
老
人
ク
ラ
ブ
会
長
へ

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
老
人
ク
ラ
ブ
が
な

い
地
区
や
加
入
し
て
い
な
い
人
は
、
介
護

福
祉
課
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
７
月
22
日
水

問
介
護
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係
☎（
９
６
２
）７
２
５
５

金
婚
式
の
お
祝
い

　
町
立
小
・
中
学
校
で
は
、
８
月
11
日

火
か
ら
14
日
金
の
間
、
学
校
閉
庁
（
注

１
）
を
実
施
し
ま
す
。

　
期
間
中
は
、
日
直
な
ど
も
配
置
し
な

い
た
め
、
電
話
が
繋
が
り
ま
せ
ん
。
学

校
に
ご
用
の
あ
る
人
は
、
学
校
教
育
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
注
１
】
夏
休
み
な
ど
の
学
校
業
務
閑
散

期
の
平
日
に
、
一
定
期
間
を
定
め
て
所

属
教
職
員
に
休
暇
取
得
を
促
し
、
学
校

を
閉
じ
る
こ
と

問
学
校
教
育
課
総
務
係
☎（
９
６
２
）４
８
２
０

学
校
閉
庁
の
実
施

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
54
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性
は
、
風
し
ん

の
抗
体
保
有
率
が
約
80
％
で
他
の
世
代

（
90
～
95
％
）
よ
り
低
い
た
め
、
無
料
で

風
し
ん
抗
体
検
査
と
予
防
接
種
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
険
健
康
課
健
康
増
進
係
☎（
９
６
２
）６
８
８
８

41
歳
か
ら
58
歳
の
男
性

は
風
し
ん
抗
体
検
査
と

予
防
接
種
が
無
料
で
受

け
ら
れ
ま
す

月
以
降
）
し
た
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

①
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予

申
請
書

②
所
得
の
申
立
書
（
臨
時
特
例
用
）

※
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
ま
す
。

　
手
続
き
は
、
年
金
事
務
所
や
役
場
保

険
健
康
課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
で
の
提
出
も
可
能
で
す
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎（
９
２
５
）５
１
０
５【
自
動
音
声
案
内
】

保
険
健
康
課
保
険
年
金
係
☎
（
９
６
２
）
７
０
５
７

※
年
金
相
談
は
、「
年
金
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６
５
」
へ

※
詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

 http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

　
国
民
健
康
保
険
か
後
期
高
齢
者
医
療

に
加
入
の
人
で
、
次
の
①
②
に
該
当
す

る
人
は
、
傷
病
手
当
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
や
感
染
の
疑
い
に
よ
り
会
社
な
ど
を

傷
病
手
当
金
の
支
給

休
ん
だ
人

②
事
業
主
か
ら
給
与
の
全
部
か
一
部
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
人

　
支
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
事
前

に
保
険
健
康
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
険
健
康
課
保
険
年
金
係
☎（
９
６
２
）７
０
５
７
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募
集

伊
予
消
防
等
事
務
組
合
職
員
採
用
試
験

試
験
区
分
と
採
用
予
定
人
員

消
防
職
Ａ
（
初
級
）
３
人
程
度　
　
　

消
防
職
Ｂ
（
中
級
）
救
急
救
命
士　
１

人
程
度

職
務
内
容　
伊
予
消
防
等
事
務
組
合
消

防
本
部
、
各
消
防
署
・
出
張
所
に
配
属

さ
れ
、
火
災
、
救
急
、
救
助
な
ど
災
害

の
防
御
、
火
災
予
防
、
広
報
な
ど
の
消

防
業
務

第
１
次
試
験
の
日
時
・
場
所

９
月
20
日
日
・
伊
予
消
防
等
事
務
組
合

消
防
本
部

第
２
次
試
験
の
日
時
と
場
所
は
、
第
１

次
試
験
合
格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

受
付
期
間　
７
月
６
日
月
～
８
月
７
日

金
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
時
30
分
～

17
時
15
分
）

※
受
験
資
格
、
受
験
手
続
き
な
ど
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
伊
予
消
防
等
事
務
組
合
消
防
本
部
総
務

課
人
事
担
当
☎
（
９
８
２
）
０
１
１
９

　

 http://w
w
w
.119iyo.jp/

　
平
日
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

手
続
き
が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
受

付
時
間
の
延
長
と
休
日
受
付
を
行
い
ま

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
・
交
付
申
請
を
し
た
い
人
は
お
越
し

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
住
民
票
・
印
鑑
・
戸
籍
な
ど

の
証
明
書
の
発
行
も
行
い
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　
８
月
２
日
日
９
時
～
13
時

　
　
　
８
月
20
日
木
17
時
15
分
～
19
時

場
所　
戸
籍
税
務
課

取
扱
業
務

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
・
交
付
・
更
新
申
請

○
住
民
票
・
印
鑑
・
戸
籍
な
ど
の
証
明

書
の
発
行

受
け
取
り
に
必
要
な
も
の

○
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

○
通
知
カ
ー
ド

○
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
交
付
申
請
の
場
合
は
、
必
要
な
も
の

が
申
請
者
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
戸
籍
税
務
課
住
民
係
☎（
９
６
２
）２
０
２
６

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
時
間
延
長
と
休
日
窓
口
を
開
設

１．障がい者相談支援施設
　障がいのある人が地域で生活するのを支援するため、次の事業所に相談業務を委託し、障がい者など
からのさまざまな相談に応じ、情報提供や権利擁護のための必要な支援を行っています。相談料は無料
で秘密は守ります。

２．障がい者相談員
　障がいのある人やその家族の日常生活などに
おける相談に応じ、必要な助言や指導を行うた
め、右記の２人に障がい者相談員を委嘱してい
ます。相談料は無料で秘密は守ります。
問介護福祉課障がい福祉係☎（９６２）７２５５

名称 住所 電話
相談種別

身体 知的 精神 難病 児童
（社）町社会福祉協議会 宮内 1369 （962）7100 ○ ○ ○ ○
（社）和泉蓮華会 重光 278 （905）2525 ○ ○
（特）ぷちすてっぷ 高尾田 731-1-202 090（5145）8851 ○ ○
（合）ひだまり 高尾田 154 （907）2252 ○ ○

氏名 障がい種別
本田泰之 身体
野村りえ 知的

※障がい者相談員へ相談を希望する場合は、介護
福祉課に連絡先をお問い合わせください。

障がい者の生活相談窓口

障がい者相談支援施設

障がい者相談員

（社︰社会福祉法人、特︰特定非営利活動法人、合︰合同会社）


